
国土交通省関東地方整備局とＵＲ都市機構  

「災害対応の連携に関する覚書」を締結  

～自然災害に対する防災、災害対応の強化に向けた相互連携～  

 

 

 

令 和 ３年 ５月 ２ １日 （金 ） 

国土交通省関東地方整備局 

  統 括 防 災 グ ル ー プ 

 

記者発表資料 

国土交通省関東地方整備局と独立行政法人都市再生機構（以下、Ｕ

Ｒ都市機構）は、首都直下地震をはじめとした大規模災害に備え、災害等

による被害から早期復旧のため災害対応において連携することを目的とし

て、５月１８日（火）に覚書を締結しました。 

本覚書の締結により防災体制が強化されるとともに、より一層の災害対

応が可能となります。 

 

１．覚書の概要 

⚫ 被害が発生又は発生が予想される場合に、収集した情報を相互に共有 

⚫ ＵＲ都市機構が派遣するリエゾン（情報連絡員）を関東地方整備局災害

対策本部等において受け入れ 

⚫ 平時においても、防災に関する訓練、連絡調整、情報共有等にあたって

相互に協力 

２．覚書締結日  

令和３年５月１８日（火） 

 

 

問い合わせ先  

国土交通省  関東地方整備局  

防災室  室    長   遠藤  武志（えんどう たけし） 

課長補佐   渡辺  健一（わたなべ けんいち） 

TEL ０４８－６００－１３３３  FAX ０４８－６００－１３７６  

ＵＲ都市機構  災害対応支援室   松田  崇志（まつだ たかし） 

伊藤  翔（いとう つばさ） 

TEL ０４５－６５０－０９３９  FAX ０４５－６５０－０６６６  

          広報室        輿水  鷹 （こしみず  よう）  

田之畑  光一 （たのはた こういち） 

TEL ０４５－６５０－０８８８  FAX ０４５－６５０－０８８９  

 



国土交通省
関東地方整備局

【覚書締結状況】

○締結日

令和３年５月１８日（火）

○場所：

WEB会議

関東地方整備局とUR都市機構は、首都直下地震をはじめとした大規模災害に備え、災害等による被害から早期復

旧のため災害対応において連携することを目的として、令和３年５月１８日（火）に覚書を締結しました。

覚書の締結により防災体制が強化されるとともに、より一層の災害対応が可能となります。

【覚書の概要】

○被害が発生又は発生が予想される場合に、収集した情報を相互に共有

○ UR都市機構が派遣するリエゾン（情報連絡員）を関東地方整備局災害対策本部等において受け入れ

○平時においても、防災に関する訓練、連絡調整、情報共有等にあたって相互に協力
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